
第４回 盛土に関する専門会議

北九州市都市戦略局開発指導課

盛土規制法の運用状況

盛土規制法に基づく対象区域

→令和７年４月１日に区域を指定し、運用を開始している。

 



盛土規制法の運用状況

許可対象となる盛土等の規模

盛土規制法の運用状況

許可件数 （11月末時点）

・宅地造成又は特定盛土等に関する工事 １7件 （参考）令和６年度許可件数：１２件
・土石の堆積に関する工事 1件

届出件数 （11月末時点）

・宅地造成又は特定盛土等に関する工事 ３６件
・土石の堆積に関する工事 ５件

崖に関する指導・継続監視

令和７年８月豪雨に伴うがけ崩れ

適切な維持管理が行われていない場合は、法第２２条に基づき、所有者を確認したうえで、
状況を伝えるとともに復旧等の対応を促している。

（参考） 宅地造成及び特定盛土等規制法 第２２条

宅地造成等工事規制区域内の土地の所有者、管理者又は占有者は、宅地造成等（宅地造成等工事
規制区域の指定前に行われたものを含む。次項及び次条第一項において同じ。）に伴う災害が生
じないよう、その土地を常時安全な状態に維持するように努めなければならない。

【令和７年８月豪雨に伴うがけ崩れの事例】 八幡東区天神町

 

 

 

 



目的

盛土規制法第４条（基礎調査）に基づき、宅地造成、特定盛土等又は土石の堆積に伴う災害防止のため、
規制区域内にある既存盛土等の分布状況や災害発生の危険性について調査を行うもの。

調査対象

規制区域内において許可又は届出を要する規模の盛土等

そのうち・・・

○面積が3,000㎡以上の盛土等
○面積が3,000㎡未満の盛土で、災害が発生する危険性が高いと考えられるもの

を優先的に調査している。

既存盛土調査の概要

（参考） 災害が発生する危険性が高いと考えられるもの

・過去に災害が発生した盛土、切土
・住民からの通報等により地方公共団体が危険性を把握している盛土、切土
・保全対象が直下に存在する谷埋め盛土
・原地盤面の水平面に対する角度が20度以上で、かつ、盛土の高さが5m以上の腹付け盛土
・切土高が特に高く（15ｍ以上）、土砂災害警戒区域（急傾斜地の崩壊）に指定されている切土

経過観察⑤

対策工事の実施

既存盛土の分布調査①

安全性把握の優先度評価③

応急対策の必要性判断②

安全性把握調査④
（地盤調査、安定計算）

R5年度

R6年度

現地調査

～

既存盛土調査の流れ

当面対応不要

・・・ 応急対策が必要な緊急性の高い盛土の確認

・・・ 既存盛土等の位置把握

・・・ 既存盛土等のランク分け

～安全性把握調査とは～

・地盤調査（ボーリング・室内土質試験・標準貫入試験など）
・安定計算

を行い盛土の安定性を確認するもの

※原則所有者が実施
ボーリング 安定計算結果のイメージ

 

 



盛土等の抽出

1960年代
の資料

2016年以降
の資料

航空写真

数値地形図

重ね図

既存盛土等分布調査①

応急対策の必要性判断②

調査内容

公道等から現地確認を行い、必要に応じて応急対策を実施する。

「応急対策が必要な盛土等」の例

「盛土等の安全対策推進ガイドライン及び同解説」より

 

 

 



全てに適合

いずれかに適合しない

当面対応不要

1/10より大

1/10以下
十分

不十分

安全性把握調査が必要④ 経過観察⑤

・法令等による許可・届出の有無
・許可と現況の整合性
・災害防止措置の有無

・盛土、切土、擁壁の変状有無
・湧水等の有無
・災害防止措置が不十分か
・盛土下の不安定な土層の有無

安全性把握調査の優先度評価③（優先度評価のフロー）

法令許可等の状況

盛土等のタイプに応じた
保全対象の離隔

盛土等の状況

現地盤の勾配

いずれかが認められる

いずれかも認められない

保全対象（人家や道路など）との離隔が
十分に確保されているか

安全性把握調査の優先度評価③ （盛土、切土及び擁壁の変状の有無）

「既に崩落が発生し又は崩落し始めている盛土」

「盛土等の安全対策推進ガイドライン及び同解説」より

 



安全性把握調査の優先度評価③ （盛土、切土及び擁壁の変状の有無）

「崩落を示唆する変状が認められる盛土」

→ 一定の連続性を有し、点在する変状をつなぐと崩壊ブロックが想定される変状

「盛土等の安全対策推進ガイドライン及び同解説」より

安全性把握調査の優先度評価③ （盛土、切土及び擁壁の変状の有無）

「その他部分的な変状が認められる盛土」

→ 変状が進行した場合等には、盛土全体の安定性に影響を及ぼす可能性がある変状

「盛土等の安全対策推進ガイドライン及び同解説」より

 

 



安全性把握調査の優先度評価③ （盛土の安定性に関係ない事象の例）

「盛土等の安全対策推進ガイドライン及び同解説」より

①豆板（ジャンカ） ②コールドジョイント

③擁壁単体の劣化 ④樹木の根によるクラック・隆起

経過観察

経過観察の内容と頻度

区分 方法 目視・観察の内容 頻度

経過観察
（詳細）
※安全性把握調査対象の盛土等

近接目視による
現地確認

・変状、湧水等の新規発現
・湧水等の変化
・災害防止措置の形状、構造の変化

・おおむね１年ごと
・大地震時、豪雨時

経過観察
（詳細）

近接目視による
現地確認

・変状、湧水等の新規発現
・湧水等の変化
・災害防止措置の形状、構造の変化

・おおむね５年ごと
・大地震時、豪雨時

経過観察
（概略）

公道等からの
現地確認

・土砂の流出等の発生の有無や
状態変化

 


